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令和７年度調達等合理化計画実施自己評価 

令和７年度調達等合理化計画 業務実績 自己評価 

２．重点的に取り組む分野（【 】は評価指標） 
（１）研究開発用及び業務運営に係る物品・役務

等の調達 
研究開発用及び業務運営に係る物品・役務

等の調達について、調達業務の効率化・合理
化の観点から、令和７年度においても引き続
き①～③の取組を実施することで、公正性・
透明性を確保しつつ合理的な調達を目指す。 

 

 研究開発用及び業務運営に係る物品・役務等の
調達について、調達業務の効率化・合理化の観点
から、令和７年度においても、引き続き①～③の
取組を実施することで公正性・透明性を確保しつ
つ合理的な調達を実施した。 

① 単価契約の対象品目の見直しを行い、調
達手続きの簡素化と納期の短縮等を図る。 

【調達手続きの簡素化と納期の短縮】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単価契約の対象品目の見直しを行い、調達依頼の提出から
納品までに要する期間を通常の物品調達の場合と比較して２
週間程度短縮するなど、調達手続きの簡素化を図った。 
単価契約件数：234 件（前年度 227 件） 

単価契約は調達依頼から契約締結までの手続
きが不要になるため、調達依頼の提出から納品ま
でに要する期間の短縮と、事務簡素化の効果があ
った。 
引き続き対象品目の見直しに取り組み、事務の

軽減を図ることとする。 
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令和７年度調達等合理化計画 業務実績 自己評価 

② 物品・役務について共同調達又は一括調
達の取組を推進する。 

【調達手続きに要する事務量の節減】 

農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）及び国際農林
水産業研究センター（国際農研）との共同調達を引き続き実施
するとともに、支所等においても地域農業研究センターと共
同調達を実施するなど以下の取組を行い、調達手続きに要す
る事務の軽減を図った。 

【共同調達】17件（前年度 15 件） 
・つくば・農研機構・国際農研：3 件（前年度 4件） 
・つくば・国際農研：1件（前年度 0件） 
・北海道支所・北海道農業研究センター・水産資源研究所：

1 件（0件） 
・九州育種場・九州沖縄農業研究センター：6件（前年度 6
件） 

・九州支所・九州育種場・九州沖縄農業研究センター：6件
（前年度 5 件） 

【一括調達】61 件（前年度 50 件） 
・つくば・支所等：1件（前年度 1 件） 
・つくば・育セン：3件（前年度 1 件） 
・つくば・育セン・科学園：1 件（前年度 1 件） 
・北海道支所・北海道育種場：6件（前年度 6件） 
・東北支所・東北育種場：11 件（前年度 7件） 
・四国支所・中国四国整備局：0件（前年度 1件） 
・九州支所・九州育種場：4件（前年度 4件） 
・科学園・つくば：1件（前年度 1 件） 
・関西育種場・中国四国整備局：0 件（前年度 1件） 
・整備センター・保険センター：12件（前年度 11 件） 
・整備センター・関東整備局・保険センター：2件（前年度

0 件） 
・整備センター・６整備局：20 件（前年度 16件） 
 

共同調達又は一括調達の取組は、公正性・透明
性を確保しつつ継続的に取り組むことにより、事
務の効率化及び経費の節減に効果があった。 
会議等において周知を行い認識を共有し、対象

品目の見直しに引き続き取り組むこととする。 
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③ 複数年にわたる調達が経済的又は効率的
と判断されるものについては、複数年契約
を行うことにより、調達金額の節減及び調
達事務の効率化を図る。 

【調達手続きに要する事務量の節減】 
 

施設の保守管理業務、自動車・複写機の借上等複数年契約を
締結することにより、調達金額の節減及び調達手続きに要す
る事務の軽減を図った。 

複数年契約：87件（前年度 99 件） 

複数年にわたる調達は、調達事務の効率化及び
調達金額の節減に効果があった。 
このことから、引き続き取り組むこととする。 

（２）一者応札・応募の改善 
一者応札・応募となっている調達につい

て、令和７年度においても、引き続き前年度
からの取組を行うことにより、更なる適正な
調達を目指す。 

 

 一者応札・応募となっている調達については、
令和 7 年度も引き続き①～⑤の取組を行うこと
により適正な調達となるよう改善に努めた。 

① 入札審査委員会による事前審査の実施 
【審査件数】 

入札審査委員会において、競争性の確保の観点から仕様書
等の事前審査を行った。 
また、工事に係る入札公告の際はウェブサイトへの入札説

明書の掲載を進めた。 

（入札審査委員会による事前審査件数） 
・森林総合研究所等：98回 136件（前年度 118 回 176 件） 
・森林整備センター：49回 93 件（前年度 45 回 93 件） 
・森林保険センター：2回 3件（前年度 3 回 3 件） 
 
 
 
 
 
 

入札審査委員会において、競争性の確保の観点
から公告期間の十分な確保や仕様書における業
務の記載内容の事前審査を適切に行うことがで
きた。 
引き続き、同様の取組を行うとともにウェブサ

イトへの入札説明書の掲載の検討など、より応札
しやすい環境を整備していくこととする。 
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② 調達見通しを早期にウェブサイトで公表 
【公表件数】 
 
 
 
 
 
 

調達見通しを作成してその時点で想定されるすべての調達
案件を早めにウェブサイトで公表することにより、入札参加
者を増加させるための取組を引き続き実施した。 

（ウェブサイトでの発注見通しの公表件数） 
・森林総合研究所等：140 件（前年度 142 件） 
・森林整備センター：112 件（前年度 104 件） 
・森林保険センター：2件（前年度 3件） 

調達に当たっては、調達見通しを作成して早め
にウェブサイトで公表することにより、応札者が
応札しやすい環境を整備することができた。 
引き続き同様の取組を実施することとする。 

③ 入札説明書受領者へのアンケートの実施
と結果の分析 

【アンケート実施件数】 

入札説明書受領者へのアンケートの実施により、仕様書に
おける競争性確保のための条件等について調査し、応札応募
者を限定してしまう条件を把握し、これを取り除く検討をす
るなど次回の同種案件への参考とした。 
・アンケート実施件数：入札説明書を受領しながら応札を
行わなかった業者に対して、その理由等を聴き取り等に
より調査を行った。 

（実施件数） 
・森林総合研究所等：53件（前年度 43 件） 
・森林整備センター：10 件（前年度 9件） 
・森林保険センター：0件（前年度 0件） 
 
 
 
 
 
 

入札説明書受領者へのアンケートの結果に基
づき、十分な契約準備期間の確保などの対応によ
って入札を阻害する要因を減らしたことで、応札
しやすい環境整備に努めた。 
引き続き同様の取組を実施することとする。 
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④ 入札に参加しやすい環境を作るため、ウ
ェブサイトから仕様書のダウンロードを可
能とする仕組みの実施、及び契約履行にお
ける参考資料の閲覧 

【仕様書等のアップロード件数及びダウンロ
ード件数】 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウェブサイトから仕様書をダウンロードできる仕組みを使
い、システム開発の仕様書などウェブサイト上で公表するこ
とに支障のあるもの以外は全てをアップロードした。 

（仕様書等アップロード件数） 
・森林総合研究所等：109 件（前年度 163 件） 
・森林整備センター：49 件（前年度 72 件) 
・森林保険センター：2件（前年度 4件) 

（仕様書等のダウンロード件数） 
・森林総合研究所等：11,833 件（前年度 15,079 件） 
・森林整備センター：1,459 件（前年度 1,083件） 
・森林保険センター：4,337件（前年度 585 件） 

ウェブサイトから仕様書をダウンロードでき
る仕組みを実施し、入札に参加しやすい環境を整
備した。 
引き続き同様の取組を行うとともに、業者から

依頼があった場合には業者が契約履行に際して
参考となる資料について可能な範囲で閲覧させ
る。 

⑤ 仕様書における業務内容の明確化及び必
要最低限の仕様作成に努めるよう職員へ周
知 

【仕様書の作成】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仕様書の作成については、研究職員に、仕様書作成における
参考となる資料の配布を行った。また、提出された仕様書につ
いては、業務内容等について明確かつ必要最低限の仕様とな
るよう、要求者と打合せを行った。 

研究職員及び調達担当職員を含めた打合せ等
において、仕様書作成における注意点の共有が図
れ、入札審査委員会へ提案する明確かつ必要最低
限の仕様作成ができた。 
引き続き改善に向けた取組を実施することと

する。 
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（３）特例随意契約の運用 
「国立研究開発法人の調達に係る事務に

ついて（令和 3 年 2 月 26 日内閣総理大臣、
総務大臣決定）」に基づき、令和 6 年 6月 28
日に総務省行政管理局長より「国立研究開発
法人特例随意契約」を行う法人に承認された
ことを踏まえ、契約監視委員会において実施
に係る事前承認及び事後確認を受け、公正性
を確保しつつ積極的に活用し、調達に要する
時間の短縮を図る。 
【特例随意契約の運用】 
 

国立研究開発法人における新たな随意契約方式である特例
随意契約について令和 6 年 6 月 28 日に総務省行政管理局長
より「国立研究開発法人特例随意契約を行う法人」に承認さ
れ、令和 6 年 8月 26 日から運用を開始した。 

特例随意契約件数：15 件（前年度 15 件） 
・つくば：5件（前年度 13 件） 
・東北支所：1 件（前年度 1件） 
・関西支所：1 件（前年度 1件） 
・育セン：3件（前年度 0 件） 
・北海道育種場：1 件（前年度 0件） 
・東北育種場：1件（前年度 0 件） 
・関西育種場：1件（前年度 0 件） 
・九州育種場：2件（前年度 0 件） 
 

つくば以外の各支所等においても制度の活用
が浸透したことにより、対象となる調達案件では
特例随意契約制度が積極的に活用され、一般競争
入札による調達と比べて調達に要する時間の短
縮が図られた。 
今後も引き続き、当該制度を積極的に活用し、

運用を推進していくこととする。 

３．調達に関するガバナンスの徹底（【 】は評
価指標） 
平成 27 年 12 月に公表した「国立研究開発

法人森林総合研究所における不適正経理処理
事案に係る調査報告書」における再発防止策
については､（1）､（2）及び（3）を含めて引
き続きこれを継続する｡ 
また、調達ガバナンスの徹底を図るため（4）

の措置についても併せて行う。 
 
 
 

 平成 27 年 12 月に公表した「国立研究開発法
人森林総合研究所における不適正経理処理事案
に係る調査報告書」における再発防止策について
は､（1）､（2）及び（3）を含めて引き続きこれ
を継続した。 
また、調達ガバナンスの徹底を図るため（4）

の措置についても併せて実行した。 
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（１）検収の徹底 
不適正経理処理の発生を未然に防止する

ため、契約業者から納品される調達対象物品
等は、すべて検収担当部署のスタッフが検収
を行い、検査調書（または検査関係書類）を
作成することとする。 
【監査室による点検実績等】 
 

契約業者から納品される調達対象物品等はすべて検収担当
部署のスタッフが検収を行い､検査調書又は検査関係書類を
作成する取組を実施した。 
 

契約業者から納品される調達対象物品等は、す
べて検収担当部署のスタッフが検収を行い納品
から支払いまで迅速に行うとともに、検収方法及
び研究費の不正使用の防止に向けた取組ができ
た｡ 
また、内部監査により徹底状況を把握した結

果、適切に実施していることが確認された｡ 
引き続き同様の取組を実施することとする。 

（２）研究費執行マニュアルの改定等 
預け金、契約権限のない研究員による発注

といった研究費の不正使用の防止及び適切
な執行を行うために、調達手続の枠組みやこ
れまでの不適正経理処理事案等をまとめた
研究費執行マニュアルを必要に応じて改定
するとともに、調達担当職員のみならず研究
員に対しても研修を実施することとする。 
【研究費執行マニュアルの改定及び研修の実
施等】 
 

「研究費の使用に関するハンドブック」については 4 月、
10 月に改定を行い、最新の情報を職員に周知した。 
また、以下のマニュアルの改定を行い、公的研究費等のコン

プライアンス教育研修及び事務取扱説明会を開催（令和 7 年
6 月 26 日、参加者 996 名）するとともに、e-ラーニングシス
テムを活用した理解度テストを行い、意識の向上を図った。 
なお、７月以降の採用者等についても研修を随時実施し、令

和 7年度も全役職員を対象に実施した。 
・公的研究費等の不正防止に向けて（令和 7 年 6月改定） 
・公的研究費の事務手引き（令和 7 年 6月改定） 
・科学研究費助成事業（科研費）経理事務手引き（令和 7年

6 月改定） 

預け金、契約権限のない研究員による発注とい
った研究費の不正使用の防止及び適切な執行を
行うため、研究費執行マニュアルを改定するとと
もに調達担当職員及び研究員に対する研修を実
施することにより、不正防止に対する意識向上が
図られ、法人内外からの不正事案の指摘もなかっ
た。 
引き続き同様の取組を実施することとする。 

（３）コンプライアンス・ハンドブックの改定等 
研究費の不正使用の防止及び公平性・透明

性の高い調達のため、コンプライアンス・ハ
ンドブックを必要に応じて改定するととも
に、役職員にコンプライアンス研修を実施
し、周知徹底を図る。 
【コンプライアンス・ハンドブックの改定等】 

コンプライアンス・ハンドブックについては調達以外の軽
微な改定を行った。新規採用者研修において、調達を含めて
「コンプライアンス・ハンドブック」をテキストとして講義を
実施し、職員に周知を行った。 
また、発注事務の的確な実施に関する理解を深めるため、

「発注者綱紀保持に関する研修」（令和 7年 11 月 20 日、参加
者 314 名）を実施した。 

研究費の不正使用の防止及び公平性・透明性の
高い調達を行うために、コンプライアンス・ハン
ドブック等を活用しながら研修等で周知し意識
の向上を図ることができた。 
また、発注者綱紀保持に関する研修を実施し周

知徹底を図った。 
引き続き同様の取組を実施することとする。 
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令和７年度調達等合理化計画 業務実績 自己評価 

（４）随意契約審査委員会による点検 
少額随意契約以外に新たに随意契約を締

結することとなる案件については、事前に法
人内に設置された随意契約審査委員会にお
いて、契約事務取扱規程における「随意契約
によることができる事由」との整合性や、よ
り競争性のある調達手続の実施の可否の観
点から審査を受けることとする。 
【随意契約審査委員会による事前点検実績
等】 

随意契約審査委員会において、契約事務取扱規程における
「随意契約によることができる事由」との整合性や、より競争
性のある調達手続の実施の可否の観点から審査を実施した｡ 
（随意契約審査委員会） 
・森林総合研究所等：18 回 22 件（前年度 33 回 36 件） 
・森林整備センター：15回 39 件（前年度 17 回 45 件） 
・森林保険センター：4回 10 件（前年度 1回 2件） 
また、外部有識者を含む契約監視委員会による審査を行い、

透明性、公平性の確保に努めた。 
 

随意契約審査委員会を実施することにより、随
意契約理由や競争による契約の可否について事
前に点検を行い審査することで適切に契約を行
うことができた。 
また、契約監視委員会による審査を引き続き行

うことにより、調達におけるガバナンスの徹底を
図ることができた。 
引き続き同様の取組を実施することとする。 


